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選挙区内にある者 

選挙区支部寄附禁止法案 
【公職選挙法の改正】 
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禁止する 合法 

※ 選挙区支部は、 
 後援団体と同様、 
 政治家本人と事 
 実上一体と評価 
 し得る 

 
 
民進党  
山尾志桜里 
政調会長 
（当時） 

 
後援会からの支出が
不適切だったとして、
自身が支部長を務め
る選挙区支部が支出
した形に訂正 

 
 
「『政党支部が支出
することは禁止され
ていない』が党の統
一見解だ」 

 

＜悪質な事例＞ 
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